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粗大ごみの有料制について 

 

（１）粗大ごみ有料化の背景 

○粗大ごみの有料化を導入した自治体の導入目的は、「ごみの有料化に係る調査」（(社)

全国都市清掃会議）によれば、粗大ごみの減量化、受益と負担の公平化、住民意識

の向上の３つが目的としてあげられている。 

 

 

図１ 粗大ごみの有料化の導入目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<参考>家庭系一般ごみの導入目的 
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出典：「ごみ処理の有料化に係る調査」（(社)全国都市清掃会議　H15.3）

粗大ごみの有料化を導入している７１０自治体の回答
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出典：「ごみ処理の有料化に係る調査」（(社)全国都市清掃会議　H15.3）

一般ごみの有料化を導入している５３３自治体の回答
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 〔最近有料化を導入した府内自治体の導入目的〕 

■豊中市（平成18年10月から実施） 

○第４期廃棄物減量等推進審議会（平成14年6月3日答申）では、ごみの減量促進、

受益者負担、負担の公平性確保のため、粗大ごみの有料化を推進するものとし、

その取り組み内容として、粗大ごみの有料化を「現在の電話申し込み制度が市民

に定着した後、できるだけ早期に導入する」ことが、妥当であると答申している。 

 

  ■門真市（平成20年４月から実施予定） 

○有料化を実施する目的として以下の５点をあげている。 

１）ものを大事に使い、多少壊れても修理をして、長く使おうといった意識と行

動を誘発させ、ごみの減量を促進する効果が期待できる。 

２）ごみ問題に対する住民意識を向上させる。 

３）「粗大ごみ」の排出量は世帯間格差があり、処理費用を一律に税金でまかなう

ことは、公平ではなく、排出量に応じて排出者が処理費用の一部を負担する「負

担の公平化」を図る。 

４）家庭系ごみ全般の減量化促進をさらに図る。 

５）減量化に伴うごみ処理費用、すなわち焼却・破砕処理及び最終処分費の削減

を図る。 

 

 

（２）大阪府内の粗大ごみの有料制導入状況 

  ○大阪府内の有料制の導入状況は表１に示すとおりである。府内４３市町村のうち、

２４市町村で有料制が導入されている。ちなみに、一般ごみへ有料制を導入してい

る市町村は１１市町村である。 

 

表１ 大阪府内の粗大ごみの有料制導入状況 

有料 無料  

品目別 

料金設定

方式 

２～３段階

大きさ別 

料金設定 

方式 

定額制 

料金設定 

方式 

電話申込 ｽﾃｰｼｮﾝ・各戸

市町村数 ７ ９ ８ ６ １３ 

注）河内長野市等の超過量制でも粗大ごみ１個につき１枚貼る場合は定額制料金設定方式に含めた。

また、箕面市のように処理券を貼ってステーションに出す場合でも、大きさによって処理券を貼

る枚数が異なる場合は、大きさ別料金設定方式に含めた。 
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表２ 大阪府内の粗大ごみの有料制導入状況一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）粗大ごみの有料制の方法と特徴 

  ○粗大ごみの有料制の方法と特徴を表３に整理している。 

 

実施状況 方式① 方式② 実施状況 方式

八尾市 × ×

大阪市 ○ 電話申込 品目別 ×

堺市 ○ 電話申込 品目別 ×

岸和田市 ○ 電話申込 大きさ別 ○ 超過量方式

豊中市 ○ 電話申込 品目別 ×

池田市 ○ 家の前 大きさ別 ○ 超過量方式

吹田市 × ×

泉大津市 ○ 電話申込 品目別 ×

高槻市 × ×

貝塚市 ○ 電話申込 大きさ別 ×

守口市 × ×

枚方市 ○ 電話申込 品目別 ×

茨木市 × ×

泉佐野市 ○ 電話申込 大きさ別 ○ 従量制

富田林市 ○ ステーション 超過量方式 ○ 超過量方式

寝屋川市 ○ 電話申込 大きさ別 ×

河内長野市 ○ ステーション 超過量方式 ○ 超過量方式

松原市 × ×

大東市 × ×

和泉市 ○ 電話申込 品目別 ×

箕面市 ○ ステーション 大きさ別 ○ 超過量方式

柏原市 × ×

羽曳野市 × ×

門真市 × ×

摂津市 × ×

高石市 ○ 電話申込 品目別 ×

藤井寺市 × ×

東大阪市 × ×

泉南市 × ×

四条畷市 × ×

交野市 × ×

大阪狭山市 ○ ステーション 超過量方式 ○ 超過量方式

阪南市 × ×

島本町 ○ 電話申込 定額方式 ×

豊能町 × ×

能勢町 ○ 電話申込 大きさ別 ○ 超過量方式

忠岡町 ○ 電話申込 定額方式 ×

熊取町 ○ 電話申込 大きさ別 ×

田尻町 ○ 電話申込 大きさ別 ×

岬町 × ×

太子町 ○ ステーション 超過量方式 ○ 超過量方式

河南町 ○ ステーション 超過量方式 ○ 超過量方式

千早赤阪村 ○ ステーション 超過量方式 ○ 超過量方式

可燃ごみ粗大ごみ
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表３ 粗大ごみの有料制の方法と特徴 

特徴 
方法 概要 

メリット デメリット 
典型事例 

従量制 品目別 

料金設定方式 

 

 

 

○概ね１個200円から3,000円の

間で品目別大きさ別に５ラン

ク程度の料金を設定し、排出依

頼者から処理手数料を徴収す

る。 

 (例) 

  ・幅１ｍ未満のサイドボード 

500円 

  ・幅１ｍ以上のサイドボード 

1,300円 

 

○ランク別料金の設定には、倍数

で設定（例えば300円、600円、

900円・・・）と、それ以外で

設定（例えば、200円、500円、

900円・・・）がある。 

○大きさの物差しとして、幅、高

さ、最大辺や径、三辺の長さの

計、容量などが用いられてい

る。 

○品目別大きさ別以外にも、卓上

型・それ以外、１人用・２人以

上用のように大きさに準ずる

区分を設定したり、木製・それ

以外、スプリング入り・無しの

ように処理困難性の要素によ

る区分を設定している場合も

ある。 

○人口30万人以上で粗大ごみの

有料制を導入している都市の

多くは品目別大きさ別料金設

定方式を導入している。 

 
 

（市 民） 

○品目名が一覧表にあがってお

り、粗大ごみはどのような物

か具体的なイメージを伝える

ことができる。 

（市） 

○品目別排出量の推移や季節変

動を把握することができ、収

集計画や処理計画へ反映でき

る。 

（共 通） 

○単価方式では現場で重量や容

積の測定作業や処理手数料納

付が必要となるが、品目別料

金設定方式では測定作業が不

要であるとともに事前に手数

料券(シール等)を購入して納

付することが可能であり、収

集現場での手間を簡略化でき

る。 

（市 民） 

○ごみ処理手数料一覧に排出す

る品物と一致する品目があれ

ば手数料が分かるが、一致し

ていない場合には判断がしに

くい。 

○過度に細かく品目別大きさ別

処理手数料を設定すると、一

覧表の中から該当する品目を

探すのが大変である。 

（市） 

○上記と同じ理由で電話対応だ

けでは手数料を説明しにくい

場合がある。 

○粗大ごみ収集時に料金が適正

に払われているかどうかをラ

ベル等で確認するが、過度に

細かく品目別大きさ別処理手

数料を設定すると確認しづら

くなる。 

○引越ごみや臨時ごみの料金徴

収時において一つ一つの品目

や大きさを確認して処理手数

料を計算する必要がある。 

〔京都市〕 

○ランク別料金は倍数で設定（400円券(シール)１種類のみ） 

○粗大ごみ処理手数料（以下に抜粋） 

 ◇大分類 

   電気器具・ガス器具及び石油器具 

   家具及び寝具 

    娯楽器具、スポーツ器具・健康器具、その他の粗大ごみ 

   ガラクタ類、ボロ類・・・45㍑のポリ袋に入れた小型家電や衣類等 

 ◇具体例（抜粋） 

400円 ホットプレート,傘立て,三輪車 等 

800円 衣類乾燥機,鏡台,ランニングマシン 等 

1,200円 カラオケ演奏装置,二段ベッド,物干し台 等 

1,600円 オイルヒーター,両袖机,オルガン 等 

2,000円 ソファーベッド,電子オルガン 等 

2,400円 本棚・食器棚(高さ、幅及び奥行きの合計が４ｍ以上4.5ｍ未満のもの) 

 ◇大きさ別料金設定の例（たんすを例として） 

 ※全ての品目が大きさ別等の設定されているわけではなく、大半は品目指定の

み。大きさ別設定は、電子レンジ、ステレオセット、たんす、本棚・食器棚・

その他の棚、テーブル、敷物、いす、ベッド、マットレス、物置 等 

 400円：高さ､幅及び奥行きの合計が２ｍ未満 

 800円：高さ､幅及び奥行きの合計が２ｍ以上2.5ｍ未満 

 1,200円：高さ､幅及び奥行きの合計が2.5ｍ以上３ｍ未満 

 1,600円：高さ､幅及び奥行きの合計が３ｍ以上3.5ｍ未満 

 2,000円：高さ､幅及び奥行きの合計が３ｍ以上3.5ｍ未満 

 2,400円：高さ､幅及び奥行きの合計が４ｍ以上4.5ｍ未満 

○一時多量ごみも上記の処理手数料を適用する。ただし、市民持込ごみに対しては

別途単位重量当たりの処理手数料が設定されている。 

 

〔府内の品目別料金設定方式を導入している都市〕 

 大阪市／堺市／豊中市／泉大津市／枚方市／和泉市／高石市／ など 
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特徴 
方法 概要 

メリット デメリット 
典型事例 

定額制 

料金設定方式 

(又は２～３ 

段階大きさ別 

料金設定方式) 

○定額制料金設定方式とは、粗大

ごみを大きさや品目に関わら

ず１個幾らという料金を設定

する方式である。一方、２～３

段階大きさ別料金設定方式と

は、大きさにより２～３つ程度

のランクに分けて料金を設定

している都市もある。 

○比較的規模の小さな都市が導 

入している。 

（市 民） 

○基本的には個数に比例するの

で支払う処理手数料が分かり

やすい。 

（市） 

○粗大ごみ収集時に料金が適正

に払われているかどうかをラ

ベル等で確認するが、処理手

数料の確認が容易である。 

（共 通） 

○単価方式では現場で重量や容

積の測定作業や処理手数料納

付が必要となるが、定額制料

金設定方式では、品目別大き

さ別料金設定方式と同様に測

定作業が不要であるとともに

事前に手数料券(シール等)を

購入して納付することが可能

であり、収集現場での手間を

簡略化できる。 

（市 民） 

○特になし。 

（市） 

○品目別排出量の推移や季節変

動を把握することができず、

実績データに基づく収集計画

や処理計画が策定しにくい。

〔箕面市〕（大きさ別料金設定方式） 

○市指定ごみ袋に入らない物を粗大ごみとし、長辺が1.5ｍ以下でかつ、持ち運び

ができる物：300円/個、長辺が1.5ｍを超え3.0ｍ以下でかつ、持ち運びができる

もの：600円/個とし、300円の処理券を２枚貼って出す。なお、3.0ｍ以上の物は

処理困難物として臨時ごみ・持ち込みごみ扱いとしている。 

 

〔府内の定額制料金設定方式、大きさ別料金設定方式を導入している都市〕 

◇定額制料金設定方式 

 島本町（申請１件につき2,000円…トラック１台分まで同一料金） 

◇２～３段階大きさ別料金設定方式 

 岸和田市／池田市／貝塚市／泉佐野市／寝屋川市／箕面市／忠岡町／熊取町／

田尻町 

〔その他の定額制料金設定方式を導入している主な都市〕 

・個数当たりの均一価格設定都市 

 松戸市（1,000円/個）／柏市（1,050円/個）／川口市（310円/個）／宇都宮市（810

円/個）／横須賀市（500円/個※適困物は別料金）／那覇市（300円/個） 

・大きさにより２つ程度のランクに分けて定額料金を設定都市 

 所沢市（一辺90cm以上1,000円/個、50cm以上90cm未満500円/個） 

・１回収集当たりの均一価格設定都市 

 大分市1,950円/回 

従量制 

（続き） 

重量（容積）当

たり単価設定方

式 

○例えば、40㍑のごみ袋に入らな

い物や重さ５kg以上の物を粗

大ごみとし、１kg当たり○△円

等の単価を設定し、処理手数料

を徴収する。 

○人口規模大きな都市では、八王

子市、町田市等の少数である。 

（市 民） 

○客観的に計測できる重量や容

積がごみ処理手数料算定の基

礎となっており、処理手数料

については納得しやすい。 

（市） 

○上記に示す理由で処理手数料

を市民に説明しやすい。 

○引越ごみや臨時ごみの料金徴

収時において、重量や容積の

計測だけで処理手数料が計算

できる。 

 

（市 民） 

○特になし。 

（市） 

○品目別排出量の推移や季節変

動を把握することができず、

実績データに基づく収集計画

や処理計画が策定できない。

（共 通） 

○現場で重量や容積の測定作業

や処理手数料納付が必要とな

り、排出者の立ち会いが必要

となる。 

〔町田市〕 

○60cm以上あるいは10kg以上のごみや一時多量ごみはリサイクル公社へ粗大ごみ

として収集を申し込み、戸別収集をしてもらう。処理手数料は40円/kgである。

なお、直接リサイクル文化センターに持ち込む場合は20円/kgである。 

○60cm以下あるいは10kg以下のごみ（小型家電、座椅子、ストーブ等）は「燃やせ

ないごみ」の収集区分がある。 

 

超過量制 一定量以上有料

方式 

○一定個数までは無料収集し、一

定量を超えた場合に処理手数

料を徴収する。 

○人口規模の大きな都市では、長

野市が採用している。 

（市 民） 

○一定量まで無料であり（長野

市では20個まで）有料化に対

する負担は少ない。 

（市） 

○特になし。 

（市 民） 

○一定量が多すぎる場合は粗大

ごみの発生抑制に対する経済

的な誘導効果が発揮しにく

い。 

（市） 

○一定量以上を排出したかどう

かの管理のため多額の費用が

かかるそれがある。 

〔長野市〕 

○毎年各世帯に無料排出シールを20枚配布し、このシールが貼ってあれば無料で粗

大ごみを収集する。 

 

 

 

〔府内の超過量制を導入している都市〕 

 富田林市／河内長野市／大阪狭山市／太子町／河南町／千早赤阪村 
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（４）具体的な粗大ごみ処理料金の例 

①品目別料金設定方式（豊中市） 
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②２～３段階大きさ別料金設定方式（箕面市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③超過量制（河内長野市） 
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（５）導入による粗大ごみ排出量の推移 

  以下、基準年度の粗大ごみ排出量を１００とした推移を示す。なお、基準年度につい

ては、直前の年度は一般的に駆け込み排出でかなり増加するため、定常時の収集量とし

て導入年度の２年前の年度を採用している。 

 

  ①堺市（品目別料金設定方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②枚方市（品目別料金設定方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③箕面市（大きさ別料金設定方式） 
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〔堺市〕
電話申告制導入：H5.10～
有料電話申告制導入：H13.12～

60

80

100

120

140

160

180

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

〔枚方市〕
電話申告制導入：H11.3～
※大型ごみは以前から電話申告制を採
用しており、H11には粗ごみ（不燃ごみ）
を電話申告制としている。すなわち、
H11の減少は粗ごみの削減による。

有料電話申告制導入：H14.4～
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  ④岸和田市（大きさ別料金設定方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤京都市（品目別料金設定方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）導入にあたっての配慮事項 

  粗大ごみへの有料制導入にあたって、各都市配慮した主な内容を以下に整理した。 

１）収集における市民サービスの向上 

○ステーション方式から戸別方式へ変更して持ち出しの距離を縮小 

○既存の臨時ごみ・犬猫等死体処理と併せて受付を一元化し、効率的な受付システム

を導入 

○収集個数制限の廃止（有料化前は１０個まで等）    など 

 ２）リユース手段の提供 

○リサイクルプラザやリサイクル工房等の整備 

○リユースフェスタ（家具や自転車について）やフリーマーケットを実施 

○収集した粗大ごみの中からリユースできそうなものを手直しし、抽選で市民に無料

提供                     など 

 ３）低所得者等への負担の軽減 

  ○低所得者や生活保護世帯に対する処理手数料の減免をしている都市もある。 など 

 ４）処理料金やリユースの手段等、市民への情報提供 

○処理料金表やリユースの方法を記した『ごみ辞典』等の作成・配布 

○「チラシ」、「ホームページ」等で情報提供              など 
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〔岸和田市〕
有料電話申告制導入：H14.7～
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〔京都市〕
電話申告制導入：S52.11～
有料電話申告制導入：H９.10～




